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(57)【要約】
【課題】環境への負荷が小さく且つハニカム構造体に適
した無機繊維ペーパー及びこれを用いたハニカム構造体
並びにフィルタ－を提供する。
【解決手段】本発明に係る無機繊維ペーパーは、厚さが
５００μｍ以下であって、ロックウールを主繊維として
含有し、ガラス繊維をさらに含有する。本発明に係るハ
ニカム構造体１は、コルゲート加工された前記無機繊維
ペーパーを有する。本発明に係るフィルターは、機能剤
が担持された前記ハニカム構造体を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さが５００μｍ以下であって、
　ロックウールを主繊維として含有し、
　ガラス繊維をさらに含有する
　ことを特徴とする無機繊維ペーパー。
【請求項２】
　前記ガラス繊維は、その平均繊維径が３～１０μｍの範囲内である
　ことを特徴とする請求項１に記載された無機繊維ペーパー。
【請求項３】
　前記ガラス繊維は、その平均繊維長さが３～１５ｍｍの範囲内である
　ことを特徴とする請求項２に記載されたロックウールペーパー。
【請求項４】
　前記無機繊維ペーパーを構成する無機繊維は、前記ロックウールを６０～９０重量％の
範囲内で含有するとともに、前記ガラス繊維を１０～４０重量％の範囲内で含有する
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載された無機繊維ペーパー。
【請求項５】
　その米坪が５～５００ｇ／ｍ２の範囲内である
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載された無機繊維ペーパー。
【請求項６】
　前記ロックウールは、直径２１２μｍ以上のショットの含有率が２重量％以下であり、
且つ直径２１２μｍ未満のショットの含有率が２０重量％以下である
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載された無機繊維ペーパー。
【請求項７】
　コルゲート加工された請求項１乃至６のいずれかに記載された無機繊維ペーパーを有す
る
　ことを特徴とするハニカム構造体。
【請求項８】
　焼成されている
　ことを特徴とする請求項７に記載されたハニカム構造体。
【請求項９】
　機能剤が担持されている
　ことを特徴とする請求項７又は８に記載されたハニカム構造体。
【請求項１０】
　請求項９に記載されたハニカム構造体を有する
　ことを特徴とするフィルター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無機繊維ペーパー及びこれを用いたハニカム構造体並びにフィルタ－に関し
、特に、主繊維としてロックウールを含有する無機繊維ペーパーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、セラミック繊維の発癌性に関する問題に鑑みて、例えば、特許文献１においては
、生体溶解性繊維を用いた不織布及びこれを用いたハニカム構造体が記載されている。
【特許文献１】特開２００３－１０５６６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一方、本発明の発明者らは、他の無機繊維を主繊維として用い、環境への負荷が小さい
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無機繊維ペーパーの開発を独自に進めてきた。しかしながら、例えば、コルゲート加工に
適した特性を備え、且つ、ハニカム構造体を形成した場合に焼成後であっても十分な強度
を備えることのできる無機繊維ペーパーを製造することは容易でなかった。
【０００４】
　本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであって、環境への負荷が小さく且つハニカ
ム構造体に適した無機繊維ペーパー及びこれを用いたハニカム構造体並びにフィルタ－を
提供することをその目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係る無機繊維ペーパーは、厚さが５０
０μｍ以下であって、ロックウールを主繊維として含有し、ガラス繊維をさらに含有する
ことを特徴とする。本発明によれば、環境への負荷が小さく且つハニカム構造体に適した
無機繊維ペーパーを提供することができる。
【０００６】
　また、前記ガラス繊維は、その平均繊維径が３～１０μｍの範囲内であることとしても
よい。こうすれば、無機繊維ペーパーは、ハニカム構造体により適した特性を有すること
ができる。また、この場合、前記ガラス繊維は、その平均繊維長さが３～１５ｍｍの範囲
内であることとしてもよい。こうすれば、無機繊維ペーパーは、ハニカム構造体にさらに
適した特性を有することができる。また、これらの場合、前記無機繊維ペーパーを構成す
る無機繊維は、前記ロックウールを６０～９０重量％の範囲内で含有するとともに、前記
ガラス繊維を１０～４０重量％の範囲内で含有することとしてもよい。こうすれば、無機
繊維ペーパーは、ハニカム構造体に特に適した特性を有することができる。
【０００７】
　また、前記無機繊維ペーパーは、その米坪が５～５００ｇ／ｍ２の範囲内であることと
してもよい。こうすれば、無機繊維ペーパーは、コルゲート加工やハニカム構造体の形成
に適した特性を有することができる。また、前記ロックウールは、直径２１２μｍ以上の
ショットの含有率が２重量％以下であり、且つ直径２１２μｍ未満のショットの含有率が
２０重量％以下であることとしてもよい。こうすれば、無機繊維ペーパーは、コルゲート
加工やハニカム構造体の形成により適した特性を有することができる。
【０００８】
　上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係るハニカム構造体は、コルゲート加
工された前記いずれかの無機繊維ペーパーを有することを特徴とする。本発明によれば、
環境への負荷が小さく、且つ十分な強度を有するハニカム構造体を提供することができる
。
【０００９】
　また、前記ハニカム構造体は、焼成されていることとしてもよい。こうすれば、ハニカ
ム構造体は、高温での使用に適した特性を有することができる。また、前記ハニカム構造
体は、機能剤が担持されていることとしてもよい。こうすれば、ハニカム構造体は、機能
剤の種類に応じた機能を有することができる。
【００１０】
　上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係るフィルタ－は、機能剤が担持され
た前記ハニカム構造体を有することを特徴とする。本発明によれば、環境への負荷が小さ
く、且つ十分な強度を有するフィルターを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、本発明の一実施形態について説明する。なお、本発明は、本実施形態に限られ
るものではない。本実施形態に係る無機繊維ペーパー（以下、「本ペーパー」という。）
は、厚さが５００μｍ以下であって、ロックウールを主繊維として含有し、ガラス繊維を
さらに含有する。
【００１２】
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　本ペーパーの厚さは、その形状を維持するために必要な所定値以上であって、５００μ
ｍ以下であれば特に限られないが、例えば、１０～５００μｍの範囲内とすることができ
、好ましくは２０～５００μｍの範囲内とすることができ、より好ましくは５０～５００
μｍの範囲内とすることができ、特に好ましくは１００～５００μｍの範囲内とすること
ができる。
【００１３】
　本ペーパーは、ロックウール及びガラス繊維を含有するとともに、その厚さが上記の範
囲内であることによって、コルゲート加工やハニカム構造体の形成に適した特性を有する
ことができる。すなわち、この場合、本ペーパーは、例えば、コルゲート加工によって、
破断することなく、コルゲーターの形状に対応した微細なコルゲート形状を有することが
できる。また、例えば、本ペーパーから形成されたハニカム構造体は、その形状を維持す
るために十分な強度を有することができ、また、機能剤の担持に適した大きな表面積を有
することができる。
【００１４】
　本ペーパーを構成する無機繊維の主材料であるロックウールは、酸化ケイ素及び酸化カ
ルシウムを主成分とする無機繊維である。ロックウールは、例えば、銑鉄製造時に銑鉄か
ら分離された高炉スラグや、玄武岩等の天然岩石を主原料とし、キュポラや電気炉によっ
て１５００～１６００℃の高温で溶融された溶融スラグを繊維化することにより製造する
ことができる。
【００１５】
　ロックウールは、自然界において適度に分解される特性を有する。このため、本ペーパ
ーを構成する無機繊維の主材料としてロックウールを使用することにより、本ペーパーの
環境に対する負荷をセラミックスに比べて効果的に低減することができる。
【００１６】
　ロックウールとしては、例えば、平均繊維径（１本の繊維の平均直径）が１～１０μｍ
の範囲内のものを用いることができ、平均繊維径が２～４μｍの範囲内のものを好ましく
用いることができる。
【００１７】
　また、ロックウールとしては、ショットの含有率が小さいものや、含有されるショット
の直径が小さいものを好ましく用いることができる。具体的に、ロックウールとしては、
例えば、直径２１２μｍ以上のショットの含有率が２重量％以下であり、且つ直径２１２
μｍ未満のショットの含有率が２０重量％以下であるものを好ましく用いることができ、
直径２１２μｍ以上のショットの含有率が１重量％以下であり、且つ直径２１２μｍ未満
のショットの含有率が１５重量％以下であるものをより好ましく用いることができ、直径
２１２μｍ以上のショットの含有率が０．５重量％以下であり、且つ直径２１２μｍ未満
のショットの含有率が１０重量％以下であるものを特に好ましく用いることができる。な
お、ショットの含有率は、例えば、ＪＩＳ　Ｚ８８０１の呼び寸法２１２μｍのふるいを
用いたＪＩＳ　Ｒ３３１１に準拠した方法により測定することができる。
【００１８】
　ロックウール（特に、本ペーパーに含有されるロックウール）のショット含有率が上記
の範囲内である場合には、本ペーパーのコルゲート加工における成形性を効果的に高める
ことができる。すなわち、この場合、例えば、本ペーパーにコルゲート形状を付与するた
めのコルゲート加工において、本ペーパーにおけるショットの脱落に伴う孔や傷の形成、
本ペーパーの強度の低下、また、ショットとコルゲーターとの衝突による当該コルゲータ
ーの損傷といった問題を効果的に回避することができる。また、この結果、コルゲート加
工された本ペーパーを骨格の一部として有するハニカム構造体は、その形状を維持するた
めに十分な強度を有することができる。
【００１９】
　また、ロックウールとしては、電気炉を用いて製造されたロックウールを好ましく用い
ることができる。すなわち、例えば、電気炉を用いた高温での溶融を行うとともに、高速
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化されたスピニングにより繊維化された、平均繊維径が上記の好適な範囲内であって、且
つショットの含有率が上記の好適な範囲内であるロックウールを好ましく用いることがで
きる。また、繊維化後に、ショット含有率を低減するための処理（脱ショット処理）が施
されたロックウールを用いることもできる。
【００２０】
　本ペーパーは、ロックウールに加えて、ガラス繊維を含有することにより、厚さ５００
μｍ以下の無機繊維ペーパーでありながら、コルゲート加工やハニカム構造体の形成に適
した特性を有することができる。
【００２１】
　すなわち、例えば、従来、ハニカム構造体の形成に用いられていた無機繊維ペーパーに
おいて、主繊維をセラミックス繊維からロックウールへと単に置き換えるだけでは、コル
ゲート加工やハニカム構造体の形成に適した特性を実現することが困難である。
【００２２】
　本ペーパーに含有されるガラス繊維は、本ペーパーの特性を、コルゲート加工やハニカ
ム構造体の形成に適するよう向上させることのできるものであれば特に限られず用いるこ
とができる。
【００２３】
　具体的に、ガラス繊維としては、例えば、その平均繊維径が３～１０μｍの範囲内であ
るものを好ましく用いることができる。この場合、ガラス繊維としては、その平均繊維径
が１０μｍ未満のものをより好ましく用いることができる。すなわち、例えば、平均繊維
径が３～９μｍの範囲内のガラス繊維をより好ましく用いることができ、平均繊維径が５
～７μｍの範囲のものを特に好ましく用いることができる。なお、ガラス繊維の平均繊維
径は、例えば、ＪＩＳ　Ａ９５０４に準拠した方法により繊維の平均太さとして測定する
ことができる。
【００２４】
　ガラス繊維の平均繊維径が上記の範囲内である場合、本ペーパーは、主繊維としてロッ
クウールを含有し、且つ厚さが５００μｍ以下でありながら、コルゲート加工やハニカム
構造体の形成に適した特性を有することができる。
【００２５】
　すなわち、この場合、例えば、本ペーパーは、コルゲート加工時に張力が負荷されても
破断しない十分な強度を有することができる。また、例えば、コルゲート加工された本ペ
ーパーにより形成されたハニカム構造体は、焼成後においても、その三次元的な形状を維
持できる十分な強度を有することができる。
【００２６】
　なお、強度が比較的小さいロックウールを主繊維とし、且つ厚さが５００μｍ以下であ
る無機繊維ペーパーにおいて、含有されるガラス繊維の平均繊維径が１０μｍを超える場
合には、例えば、当該ガラス繊維同士の絡み合いが不十分となる等の理由により、当該無
機繊維ペーパーに十分な強度を付与することが困難となり得る。また、ガラス繊維の平均
繊維径が３μｍ未満の場合には、例えば、当該ガラス繊維による補強の効果が不十分とな
り、無機繊維ペーパーに十分な強度を付与することが困難となり得る。
【００２７】
　また、ガラス繊維としては、その平均繊維径が上記の範囲内であることに加えて、その
平均繊維長さ（１本の繊維の平均長さ）が３～１５ｍｍの範囲内であるものを好ましく用
いることができる。すなわち、ガラス繊維としては、例えば、平均繊維径が３～１０μｍ
の範囲内であって且つ平均繊維長さが３～１５ｍｍの範囲内のものを好ましく用いること
ができ、平均繊維径が３～９μｍの範囲内であって且つ平均繊維長さが４～１０ｍｍの範
囲内のものをより好ましく用いることができ、平均繊維径が５～７μｍの範囲内であって
且つ平均繊維長さが５～７ｍｍの範囲内のものを特に好ましく用いることができる。なお
、ガラス繊維の平均繊維長さは、例えば、ガラス繊維の顕微鏡写真を画像解析装置で解析
することにより測定することができる。
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【００２８】
　ガラス繊維の平均繊維径が上記の範囲内であって、且つ当該ガラス繊維の平均繊維長さ
が上記の範囲内である場合、本ペーパーは、コルゲート加工やハニカム構造体の形成に特
に適した特性を有することができる。
【００２９】
　すなわち、この場合、例えば、コルゲート加工時に張力が負荷されても破断しない十分
な強度を確実に有することができる。また、例えば、コルゲート加工された本ペーパーに
より形成されたハニカム構造体は、焼成後においても、その三次元的な形状を維持できる
十分な強度を確実に有することができる。
【００３０】
　なお、ガラス繊維の平均繊維径が上記の好適な範囲であっても、ガラス繊維の平均繊維
長さが１５ｍｍを超える場合には、不都合が生じ得る。すなわち、この場合、例えば、ロ
ックウールとガラス繊維とを含有する湿式抄紙用スラリー中において、当該ガラス繊維が
適切に分散されないために、厚さが５００μｍ以下の無機繊維ペーパーを製造することが
困難となり得る。また、ガラス繊維の平均繊維径が上記の好適な範囲であっても、ガラス
繊維の平均繊維長さが３ｍｍ未満の場合には、例えば、当該ガラス繊維による補強の効果
が不十分となり、無機繊維ペーパーに対して、コルゲート加工やハニカム構造体の形成に
適した強度を付与することが困難となり得る。
【００３１】
　また、本ペーパーを構成する無機繊維は、ロックウールを６０～９０重量％の範囲内で
含有するとともに、ガラス繊維を１０～４０重量％の範囲内で含有することが好ましい。
さらに、この場合、本ペーパーを構成する無機繊維は、ロックウールを６５～８５重量％
の範囲内で含有するとともにガラス繊維を１５～３５重量％の範囲内で含有することがよ
り好ましく、ロックウールを７０～８０重量％の範囲内で含有するとともにガラス繊維を
２０～３０重量％の範囲内で含有することが特に好ましい。
【００３２】
　本ペーパーに含有される無機繊維中に占めるロックウール及びガラス繊維の割合がそれ
ぞれ上記の範囲内である場合、本ペーパーは、環境への負荷が小さく、耐熱性を備えなが
ら、コルゲート加工やハニカム構造体の形成に適した特性を有することができる。
【００３３】
　また、この場合、さらに、本ペーパーに含有されるガラス繊維の平均繊維径が上記の好
適な範囲内であることによって、本ペーパーの特性はより優れたものとなる。特に、ガラ
ス繊維の平均繊維径及び平均繊維長さがそれぞれ上記の好適な範囲である場合には、本ペ
ーパーの特性は極めて優れたものとなる。
【００３４】
　また、本ペーパーは、５００μｍ以下という薄さに加えて、所定の緻密さを有すること
が好ましい。すなわち、本ペーパーは、その米坪（１ｍ２あたりの重量）が５～５００ｇ
／ｍ２の範囲内であることが好ましく、１０～３００ｇ／ｍ２の範囲内であることがより
好ましく、１５～１５０ｇ／ｍ２の範囲内であることが特に好ましい。なお、米坪は、例
えば、ＪＩＳ　Ｐ８１２４に準拠した紙及び板紙の坪量の測定方法により測定することが
できる。本ペーパーの米坪が上記の範囲内である場合、本ペーパーは、コルゲート加工や
ハニカム構造体の形成に適した特性を有することができる。
【００３５】
　また、本ペーパーは、ロックウール及びガラス繊維以外の無機繊維を含有することもで
きる。このような他の無機繊維としては、例えば、アルミナ繊維、ムライト繊維、炭素繊
維、金属繊維を用いることができる。
【００３６】
　ただし、本ペーパーに含有される無機繊維に占めるロックウールの割合とガラス繊維の
割合との合計は、５０重量％以上であることが好ましく、６０重量％以上であることがよ
り好ましく、７５重量％以上であることが特に好ましい。ロックウールの割合とガラス繊
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維の割合との合計が上記の範囲内である場合、本ペーパーは、上述のようなロックウール
及びガラス繊維に基づく優れた特性を確実に有することができる。
【００３７】
　また、本ペーパーは、無機繊維に加えて、有機繊維を含有することもできる。有機繊維
としては、例えば、パルプ、ポリビニルアルコール繊維、ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）繊維、アクリル繊維を用いることができる。また、本ペーパーは、バインダーを
含有することもできる。バインダーとしては、例えば、シリカゾル、アルミナゾル、チタ
ニアゾル等の無機バインダーや、アクリル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等の有機
バインダーを用いることができる。これら有機繊維やバインダーとしては、例えば、湿式
抄紙法により本ペーパーを製造するために適したものを適宜選択して用いることができる
。
【００３８】
　ただし、本ペーパーは、焼成後において、無機繊維を３０重量％以上含有することが好
ましく、５０重量％以上含有することがより好ましく、７０重量％以上含有することが特
に好ましい。すなわち、本ペーパーは、焼成により有機繊維やバインダー等の有機成分の
含有量が低減されたものとすることができ、例えば、焼成により有機繊維やバインダー等
の有機成分が除去されて、実質的に当該有機成分を含有しない、無機繊維からなるペーパ
ーとすることもできる。無機繊維の含有量が上記の範囲である場合、本ペーパーは、例え
ば、焼成後においても適切な強度を有することができる。
【００３９】
　また、本ペーパーとしては、湿式抄紙により製造されたものを好ましく用いることがで
きる。すなわち、この場合、本ペーパーを製造する方法においては、まず、無機繊維とし
て主にロックウールを含有するとともにガラス繊維をさらに含有するスラリーを調製する
。このスラリーは、必要に応じて、有機繊維やバインダーを含有することができる。そし
て、所定の抄紙機を用いた湿式抄紙法により、このスラリーから、無機繊維を主成分とす
る厚さが５００μｍ以下の不織布として、本ペーパーを製造することができる。
【００４０】
　本実施形態に係るハニカム構造体（以下、「本構造体」という。）は、コルゲート加工
された本ペーパーを有する。すなわち、本構造体は、コルゲート形状の本ペーパーを含む
、ハニカム形状の骨格を有している。
【００４１】
　図１は、本構造体の一例であるハニカム構造体１の斜視図であり、図２は、当該ハニカ
ム構造体１の断面図である。図１及び図２に示すように、ハニカム構造体１は、波形のコ
ルゲート状を有する本ペーパー（以下、「コルゲートペーパー１０」という。）と、コル
ゲート加工されていない平坦形状の本ペーパー（以下、「平坦ペーパー２０」という。）
と、が積層されることにより構成されたハニカム形状の構造体である。
【００４２】
　すなわち、このハニカム構造体１は、１つのコルゲートペーパー１０を、対向する一対
の平坦ペーパー２０ａ，２０ｂで挟むことにより構成されている。コルゲートペーパー１
０は、コルゲート加工により形成された、連続して連なる複数のセル１１を有している。
【００４３】
　このセル１１の湾曲した形状は、コルゲートペーパー１０の製造に用いられるコルゲー
ターの形状に対応している。すなわち、例えば、コルゲートペーパー１０が、互いに噛み
合いながら回転する一対の歯車状コルゲーターを用いて製造された場合には、セル１１は
、当該歯車の歯の形状に対応した形状を有することとなる。
【００４４】
　ここで、セル１１の形状は、真円に近いほど好ましい。そこで、無機繊維ペーパーのコ
ルゲート加工においては、例えば、歯の先端の形状が真円に近い歯車状のコルゲーターが
用いられる。しかしながら、セラミックス繊維を主繊維として含有する従来の無機繊維ペ
ーパー（セラミックスペーパー）を、このようなコルゲーターを用いてコルゲート加工し
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た場合には、当該セラミックスペーパーが有するセルの形状は、三角形等、真円に近いと
はいえない形状とならざるを得なかった。これは、例えば、セラミックスペーパーがコル
ゲーター上で滑ってしまう、すなわち、セラミックスペーパーの当該コルゲーターに対す
る追従性が低いことが原因である。
【００４５】
　この点、本ペーパーは、従来のセラミックスペーパーに比べて、コルゲーターに対する
追従性に優れている。したがって、本ペーパーは、従来のセラミックスペーパーに比べて
、より真円に近い形状のセル１１を有することができる。
【００４６】
　図１及び図２に示すハニカム構造体１は、このようなコルゲートペーパー１０の各セル
１１の頂点部分と、平坦ペーパー２０ａ，２０ｂと、を接着剤で接着することにより形成
することができる。すなわち、例えば、コルゲートペーパー１０の各セル１１の頂点部分
に接着剤を塗布し、次いで、当該コルゲートペーパー１０の各セル１１の頂点部分と、一
方の平坦ペーパー２０ａ及び他方の平坦ペーパー２０ｂと、をそれぞれ圧接することによ
り、ハニカム構造体１を形成することができる。
【００４７】
　この結果、ハニカム構造体１は、各セル１１と、平坦ペーパー２０ａ，２０ｂと、の間
に空隙１２が形成されたハニカム形状を有することができる。この空隙１２は、例えば、
後述するように、機能剤を担持するための空間として利用することができ、また、当該機
能剤により処理する流体が流通するための通路として利用することができる。
【００４８】
　また、ハニカム構造体１において、コルゲートペーパー１０の厚さＴ１及び平坦ペーパ
ー２０ａ，２０ｂの厚さＴ２は、いずれも５００μｍ以下である。なお、コルゲート加工
により、コルゲートペーパー１０の厚さＴ１は、平坦ペーパー２０ａ，２０ｂの厚さＴ２
よりも僅かに小さくなることもある。
【００４９】
　これに対し、コルゲートペーパー１０のセル１１の高さＨ（ハニカム構造体１において
は、一方の平坦ペーパー２０ａと他方の平坦ペーパー２０ｂとの距離）は、例えば、０．
５～５０ｍｍの範囲内とすることができ、好ましくは０．７～３０ｍｍの範囲内とするこ
とができ、より好ましくは１．０～２０ｍｍの範囲内とすることができる。
【００５０】
　また、コルゲートペーパー１０のセル１１の幅Ｗ（すなわち、複数のセル１１の間隔）
は、例えば、１～５０ｍｍの範囲内とすることができ、好ましくは１．５～３０ｍｍの範
囲内とすることができ、より好ましくは２．０～２０ｍｍの範囲内とすることができる。
【００５１】
　また、本構造体は、多段に積層されたコルゲートペーパー１０を含むハニカム構造体と
することができる。図３は、本構造体としてこのようなハニカム構造体２を有する、本実
施形態に係るフィルター（以下、「本フィルター３」という。）の一例についての斜視図
である。
【００５２】
　図３に示すように、本フィルター３は、交互に積層されたコルゲートペーパー１０と平
坦ペーパー２０とを含むハニカム構造体２と、当該ハニカム構造体２の外周を囲む矩形の
枠状の筺体部３０と、を有している。筺体部３０を構成する材料としては、例えば、ステ
ンレス鋼（ＳＵＳ）等を用いることができる。このハニカム構造体２は、例えば、図１及
び図２に示したハニカム構造体１を複数積層することにより形成することができる。
【００５３】
　また、このハニカム構造体２には、機能剤（不図示）が担持されている。この機能剤と
しては、本フィルター３の用途に応じて、適切な機能を有するものを適宜選択して用いる
ことができる。
【００５４】
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　すなわち、機能剤としては、例えば、空気等の気相中から、揮発性有機化合物（ｖｏｌ
ａｔｉｌｅ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ：ＶＯＣ）、アンモニア等の塩基性ガ
ス、硫黄酸化物（ＳＯｘ）、窒素酸化物（ＮＯｘ）、塩素等の酸性ガスを除去するための
触媒や吸着剤を用いることができる。具体的に、例えば、ゼオライト、金属酸化物（酸化
チタン等）、活性炭、シリカゲルを用いることができる。
【００５５】
　このような機能剤は、例えば、当該機能剤を含有する溶液中に、ハニカム構造体２を所
定時間浸漬し、その後、当該ハニカム構造体２を乾燥することにより、当該ハニカム構造
体２に担持することができる。すなわち、機能剤は、ハニカム構造体２を構成するコルゲ
ートペーパー１０及び平坦ペーパー２０の表面に固定される。
【００５６】
　このような機能剤が担持されたハニカム構造体２を有する本フィルター３は、当該機能
剤によって、空気等の気体を浄化することができる。すなわち、例えば、本フィルター３
において、コルゲートペーパー１０のセル１１と平坦ペーパー２０との間に形成された空
隙１２（図２参照）に、処理の対象となる気体を通過させることにより、当該気体中に含
有されているＶＯＣ等の有害物質を効果的に除去することができる。
【００５７】
　具体的に、例えば、本フィルター３のハニカム構造体２の一方側の表面から、当該本ハ
ニカム構造体２の空隙１２を介して、図３に示す矢印Ａの指す方向に、有害物質を含有す
る気体を流通させる。この結果、ハニカム構造体２の一方側の表面から排出される気体に
含有される有害物質の濃度を、当該ハニカム構造体２内を通過する前の気体中の濃度に比
べて、効果的に低減することができる。
【００５８】
　また、ハニカム構造体２は、焼成されているハニカム構造体とすることができる。すな
わち、この場合、例えば、まず、コルゲートペーパー１０と平坦ペーパー２０とを積層し
てハニカム構造体２を形成する。次いで、このハニカム構造体２に機能剤を担持する。そ
して、この機能剤が担持されたハニカム構造体２を焼成する。
【００５９】
　焼成は、例えば、ハニカム構造体２を、３００～８００℃の範囲内の温度で、３０分～
２４時間程度加熱することにより行うことができる。この焼成により、ハニカム構造体２
に含有されていた有機成分（有機繊維や有機バインダー等）は実質的に除去される。した
がって、焼成後のハニカム構造体２は、主にコルゲートペーパー１０及び平坦ペーパー２
０を構成するロックウール及びガラス繊維によって支持される。
【００６０】
　このため、本構造体が焼成されたハニカム構造体２である場合、本構造体が十分な強度
を有するためには、本ペーパー（すなわち、コルゲートペーパー１０及び平坦ペーパー２
０）は、平均繊維径が上述したような好適な範囲内であるガラス繊維を含有することが好
ましい。
【００６１】
　また、この場合、本ペーパーは、平均繊維径及び平均長さがそれぞれ上述したような好
適な範囲であるガラス繊維を含有することがより好ましい。さらに、この場合、本ペーパ
ーは、平均繊維径及び平均長さがそれぞれ上述したような好適な範囲であるガラス繊維を
、上述したような好適な範囲内の配合比で含有することが特に好ましい。
【００６２】
　なお、本構造体は、図３に示すように、コルゲートペーパー１０と平坦ペーパー２０と
が平積みされて構成されるものに限られず、例えば、図１及び図２に示すようなハニカム
構造体１を同心円状に巻くことにより形成される、ロール状の構造体とすることもできる
。また、この焼成前のハニカム構造体２に無機バインダーを含浸させておくことによって
、当該ハニカム構造体２に硬化処理を加えることもできる。また、ガラス繊維の平均繊維
径及び平均長さ以外にも、本ペーパーの厚さ及び米坪、本ペーパーに含有されるロックウ
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ールのショット含有率、本ペーパーに含有される無機繊維中におけるロックウールの含有
量とガラス繊維の含有量との合計等について上述した好適な範囲は、それぞれ焼成前及び
焼成後の本構造体を構成する本ペーパーについても当てはまる。
【００６３】
　次に、具体的な実施例について説明する。
【００６４】
［実施例１］
　実施例１においては、ガラス繊維の平均繊維径及び平均繊維長さと、当該ガラス繊維と
ロックウールとを含有する無機繊維ペーパー（ロックウールペーパー）の強度と、の関係
を検討した。
【００６５】
　ロックウールとしては、電気炉を用いて製造されたロックウールを用いた。このロック
ウールの平均繊維径は２．２μｍであった。また、このロックウールは、直径２１２μｍ
以上のショットの含有率が１．０重量％以下であり、直径２１２μｍ未満のショットの含
有率が１８．９重量％以下であった。
【００６６】
　ガラス繊維としては、平均繊維径と平均繊維長さとの組み合わせが互いに異なる５種類
のチョップドストランドを用いた。すなわち、平均繊維径が６μｍであり且つ平均繊維長
さが３ｍｍであるガラス繊維、平均繊維径が６μｍであり且つ平均繊維長さが６ｍｍであ
るガラス繊維、平均繊維径が６μｍであり且つ平均繊維長さが１０ｍｍであるガラス繊維
、平均繊維径が１０μｍであり且つ平均繊維長さが６ｍｍであるガラス繊維、又は平均繊
維径が１０μｍであり且つ平均繊維長さが１３ｍｍであるガラス繊維のいずれかを用いた
。また、有機繊維として、パルプ、ポリビニルアルコール繊維、ＰＥＴ繊維を用いた。
【００６７】
　そして、無機繊維として７５重量部のロックウールと２５重量部のガラス繊維とを含有
し、さらに３０重量部の有機繊維を含有するスラリーを調製した。次いで、抄紙機を用い
た湿式抄紙法により、このスラリーから厚さが２００μｍであって、ロックウールを主繊
維として含有し、さらに上記５種類のガラス繊維のいずれかを含有する５種類のロックウ
ールペーパーを製造した。さらに、各ロックウールペーパーの一部にシリカゾルを含浸後
、５００℃で３時間加熱することにより焼成し、焼成された５種類のロックウールペーパ
ーを製造した。
【００６８】
　そして、焼成されていない５種類のロックウールペーパー及び焼成された５種類のロッ
クウールペーパーの各々から、長さ１００～２００ｍｍ、幅１５ｍｍの試験片を作製し、
ＪＩＳ　Ｐ８１１３に準拠した方法により、当該試験片の引張強度を測定した。
【００６９】
　また、比較例として、同様の湿式抄紙法により、厚さが２００μｍであって、平均繊維
径が２．８μｍであるセラミックス繊維を主繊維として含有し、ガラス繊維を含有しない
無機繊維ペーパー（セラミックスペーパー）を製造した。そして、このセラミックスペー
パーについても、同様に、焼成前及び焼成後における引張強度を測定した。
【００７０】
　図４には、引張強度を測定した結果の一例を示す。図４において、横軸は、ロックウー
ルペーパーに含有されたガラス繊維の平均繊維径と平均繊維長さとの組み合わせを示し（
ただし、「比較例」はセラミックスペーパーを示す。）、縦軸は、各ペーパーからなる試
験片の長さ１５ｍｍあたりの引張強度（Ｎ／１５ｍｍ）を示す。また、図４において、白
抜きで示される棒は焼成前の結果を示し、黒塗りで示される棒は焼成後の結果を示す。
【００７１】
　図４に示すように、焼成されていない各ロックウールペーパーの引張強度は、含有され
るガラス繊維の種類によって大きな違いは見られず、焼成されていないセラミックスペー
パーの引張強度よりも低かった。これに対し、焼成された各ロックウールペーパーの引張
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強度は、焼成されたセラミックスペーパーの引張強度よりも顕著に高くなった。
【００７２】
　また、平均繊維径が６μｍのガラス繊維を含有する焼成後のロックウールペーパーの引
張強度は、平均繊維径が１０μｍのガラス繊維を含有する焼成後のロックウールペーパー
の引張強度よりも高かった。特に、平均繊維径が６μｍであり且つ平均繊維長さが６ｍｍ
であるガラス繊維を含有する焼成後のロックウールペーパーの引張強度は、平均繊維径が
６μｍであり且つ繊維長さが３ｍｍ又は１０ｍｍであるガラス繊維を含有する焼成後のロ
ックウールペーパーの引張強度よりも高かった。
【００７３】
　このように、平均繊維径が６μｍ又は１０μｍのガラス繊維を含有することにより、焼
成されたロックウールペーパーの引張強度は、セラミックスペーパーの引張強度を十分に
上回ることができた。
【００７４】
　また、平均繊維径が１０μｍを下回る、６μｍのガラス繊維を含有することにより、焼
成されたロックウールペーパーの引張強度を特に高めることができた。さらに、平均繊維
径が６μｍであり且つ平均繊維長さが６μｍであるガラス繊維を含有するロックウールペ
ーパーは、特に高い引張強度を有することができた。
【００７５】
［実施例２］
　実施例２においては、ロックウールとガラス繊維との配合比と、無機繊維ペーパーの特
性と、の関係を検討した。
【００７６】
　ロックウールとしては、上記の実施例１で用いられたものと同様のものを用いた。ガラ
ス繊維としては、平均繊維径が６μｍであり且つ平均繊維長さが６ｍｍであるチョップド
ストランドを用いた。また、有機繊維として、パルプ、ポリビニルアルコール繊維、ＰＥ
Ｔ繊維を用いた。
【００７７】
　そして、上記の実施例１と同様の湿式抄紙法により、無機繊維としてロックウールとガ
ラス繊維とを互いに異なる配合比で含有するスラリーから、当該配合比が互いに異なる５
種類の無機繊維ペーパーを製造した。
【００７８】
　すなわち、無機繊維として１００重量部のロックウールと０（ゼロ）重量部のガラス繊
維とを含有する無機繊維ペーパー（すなわち、ガラス繊維を含有しないロックウールのペ
ーパー）、無機繊維として７５重量部のロックウールと２５重量部のガラス繊維とを含有
する無機繊維ペーパー、無機繊維として５０重量部のロックウールと５０重量部のガラス
繊維とを含有する無機繊維ペーパー、無機繊維として２５重量部のロックウールと７５重
量部のガラス繊維とを含有する無機繊維ペーパー、及び無機繊維として０（ゼロ）重量部
のロックウールと１００重量部のガラス繊維とを含有する無機繊維ペーパー（すなわち、
ロックウールを含有しないガラス繊維のペーパー）を製造した。
【００７９】
　さらに、各無機繊維ペーパーを、機能剤としてシリカゾルを含有する溶液に浸漬し、次
いで、浸漬後の当該各無機繊維ペーパーを乾燥することにより、当該機能剤を担持する５
種類の無機繊維ペーパーを製造した。さらに、機能剤が担持された各無機繊維ペーパーの
一部を、上記の実施例１と同様の条件で焼成して、焼成された５種類の無機繊維ペーパー
を製造した。
【００８０】
　そして、焼成されていない５種類の無機繊維ペーパー及び焼成された５種類の無機繊維
ペーパーの各々について、上記の実施例１と同様に、引張強度を測定した。また、比較例
として、上記の実施例１と同様のセラミックスペーパーを製造し、その引張強度を測定し
た。
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【００８１】
　図５には、各無機繊維ペーパー及びセラミックスペーパーについて、引張強度その他の
特性を評価した結果の一例を示す。図５においては、各無機繊維ペーパーについて、ロッ
クウール及びガラス繊維の配合量（重量部）を示すとともに、焼成されていない無機繊維
ペーパー及びセラミックスペーパーについて、平均米坪（ｇ／ｍ２）、厚さ（μｍ）、平
均密度（ｇ／ｃｍ３）、長さ１５ｍｍあたりの引張強度（Ｎ／１５ｍｍ）、強熱減量（％
）、及び保水量（ｇ／ｍ２）を示し、焼成された無機繊維ペーパー及びセラミックスペー
パーについて、長さ１５ｍｍあたりの引張強度（Ｎ／１５ｍｍ）、機能剤の担持量（ｇ／
ｍ２）、及び平均密度（ｇ／ｃｍ３）を示している。なお、厚さとしては、１０個の試験
片について測定された値の算術平均値を示している。また、引張強度としては、３個の試
験片について測定された値の算術平均値を示している。強熱減量は、ＪＩＳ　Ｐ８１２８
に準拠した方法により焼成前後のペーパーの重量を測定し、焼成前のペーパーの重量（ｇ
）に対する、焼成により減少したペーパーの重量（ｇ）の割合の百分率として算出した。
また、保水量は、水を含浸させた試験片と乾燥した当該試験片との重量の差分（ｇ）を当
該試験片の面積（ｍ２）で除して算出した。
【００８２】
　図５に示すように、焼成されていない無機繊維ペーパーの引張強度は、いずれもセラミ
ックスペーパーの引張強度より低かった。これに対し、焼成された無機繊維ペーパーの引
張強度は、当該無機繊維ペーパーに含有されるガラス繊維の配合比が増加するに従って増
加した。
【００８３】
　すなわち、ガラス繊維の配合比が２５重量部である焼成された無機繊維ペーパーの引張
強度は、セラミックスペーパーの引張強度と同等になり、ガラス繊維の配合比がより高い
焼成された無機繊維ペーパーの引張強度は、当該セラミックスペーパーの引張強度より高
くなった。
【００８４】
　このように、主繊維としてロックウールを含有する無機繊維ペーパーが、平均繊維径と
平均繊維長さとの組み合わせが適切であるガラス繊維を、適切な配合比で含有することに
より、焼成後において、セラミックスペーパーと同等以上の引張強度を有することができ
ることが確認された。
【００８５】
　なお、ガラス繊維の配合比が増加するに従って、無機繊維ペーパーの耐熱性が低下する
とともに、製造に要するコストも増大する。このため、ロックウールとガラス繊維との配
合比は、焼成後の引張強度がセラミックスペーパーの引張強度と同等に達する、７５重量
部対２５重量部又はその近傍の範囲内とすることが好ましいと考えられた。
【００８６】
［実施例３］
　実施例３においては、主繊維として用いる無機繊維の種類と、無機繊維ペーパーの特性
と、の関係を検討した。主繊維としては、ロックウール、セラミックス繊維又は生体溶解
性繊維のいずれかを用いた。
【００８７】
　ロックウールとしては、上記の実施例１で用いられたものと同様のものを用いた。この
ロックウールは、その平均繊維径が３μｍであり、直径２１２μｍ以上のショットの含有
率が実質的にゼロ重量％であり、直径２１２μｍ未満のショットの含有率が１５重量％で
あった。
【００８８】
　セラミックス繊維としては、アルミナシリカ繊維（ファインフレックス、ニチアス株式
会社）を用いた。このセラミックス繊維は、その平均繊維径が３μｍであり、直径２１２
μｍ以上のショットの含有率が１０重量％であり、直径２１２μｍ未満のショットの含有
率が３０重量％であった。
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【００８９】
　生体溶解性繊維としては、シリカ－マグネシア－カルシア系繊維（ファインフレックス
－Ｅ、ニチアス株式会社）を用いた。この生体溶解性繊維は、その平均繊維径が３μｍで
あり、直径２１２μｍ以上のショットの含有率が１０重量％であり、直径２１２μｍ未満
のショットの含有率が３０重量％であった。
【００９０】
　ガラス繊維としては、平均繊維径が６μｍであり且つ平均繊維長さが６ｍｍであるチョ
ップドストランドを用いた。また、有機繊維として、パルプ、ポリビニルアルコール繊維
、ＰＥＴ繊維を用いた。
【００９１】
　そして、第一の無機繊維ペーパーとして、７５重量部のロックウールと、２５重量部の
ガラス繊維と、１５重量部の有機繊維と、を含有するスラリーから、上記の実施例１と同
様の湿式抄紙法により、主繊維としてロックウールを含有する無機繊維ペーパー（ロック
ウールペーパー）を製造した。
【００９２】
　また、第二の無機繊維ペーパーとして、７５重量部のセラミックス繊維と、２５重量部
のガラス繊維と、１５重量部の有機繊維と、を含有するスラリーから、上記の実施例１と
同様の湿式抄紙法により、主繊維としてセラミックス繊維を含有する無機繊維ペーパー（
セラミックスペーパー）を製造した。
【００９３】
　また、第三の無機繊維ペーパーとして、７５重量部の生体溶解性繊維と、２５重量部の
ガラス繊維と、１５重量部の有機繊維と、を含有するスラリーから、上記の実施例１と同
様の湿式抄紙法により、主繊維として生体溶解性繊維を含有する無機繊維ペーパー（生体
溶解性ペーパー）を製造した。
【００９４】
　そして、これらロックウールペーパー、セラミックスペーパー、生体溶解性ペーパーの
それぞれについて、コルゲート加工性と、ショットの脱落による孔の形成の有無と、を評
価した。
【００９５】
　コルゲート加工性の評価に際しては、まず、互いに噛み合いながら回転する一対の歯車
状コルゲーターを用いて、各ペーパーをコルゲート加工した。
【００９６】
　そして、コルゲート加工された各ペーパーを目視にて観察し、破断が生じておらず、波
形のコルゲート形状を有している場合には加工性が良好と判断し、破断が生じているか、
又はコルゲート形状が付与されていない場合には加工性が不良と判断した。
【００９７】
　ショット脱落による孔の形成の有無は、コルゲート加工された各ペーパーをマイクロス
コープを用いて観察し、直径２００μｍ以上の孔が存在する場合にはショット脱落による
孔の形成があったと判断し、直径２００μｍ以上の孔が存在しない場合にはショット脱落
による孔の形成がなかったと判断した。
【００９８】
　図６には、各ペーパーについて、コルゲート加工性及びショット脱落による孔の形成の
有無を評価した結果の一例を示す。図６に示すように、直径が２１２μｍ以上のショット
を実質的に含有せず、直径が２１２μｍ未満のショットの含有率も低いロックウールを主
繊維として含有するロックウールペーパーについては、コルゲート加工性が良好であり、
且つショット脱落による孔の形成はないという優れた評価結果が得られた。
【００９９】
　一方、ショットの直径が比較的大きく、ショット含有率も比較的大きいセラミックスペ
ーパーについては、コルゲート加工性は良好であるが、ショット脱落による孔の形成があ
ったと評価された。
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【０１００】
　また、ショットの直径が比較的大きく、ショット含有率も比較的大きい生体溶解性ペー
パーについては、コルゲート加工性が不良であり、しかもショット脱落による孔の形成が
あったと評価された。
【０１０１】
　このように、電気炉を用いて製造されたロックウールを主繊維として含有するロックウ
ールペーパーは、セラミックスペーパーや生体溶解性ペーパーに比べて、コルゲート加工
により適した特性を有していた。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の一実施形態に係るハニカム構造体の一例についての斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るハニカム構造体の一例についての断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るフィルターの一例についての斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る無機繊維ペーパーの引張強度を測定した結果の一例を
示す説明図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る無機繊維ペーパーの特性を評価した結果の一例を示す
説明図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る無機繊維ペーパーのコルゲート加工性を評価した結果
の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１０３】
　１，２　ハニカム構造体、３　フィルター、１０　コルゲート形状の無機繊維ペーパー
（コルゲートペーパー）、１１　セル、１２　空隙、２０　平坦形状の無機繊維ペーパー
（平坦ペーパー）、３０　筺体部。

【図１】 【図２】
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